
平成２８年４月１日から首都圏の高速道路料金が変更となりました。ＥＴＣ車で料金所など
を通過する際、ご案内する料金とご請求する料金が異なる場合があります。

ＥＴＣ車へのご案内料金とご請求料金とが異なる場合について
（平成28年4月1日～平成29年1月17日までの取扱い）

１

※ご請求額については、「ＥＴＣ利用照会サービス」により確認できますが、料金が確定するまでには最長約３週間か
かります。
なお、ＮＥＸＣＯ中日本のホームページの料金検索サイト「ドライブコンパス」で、ご利用区間などをご入力いただ

ければ、一定の入力条件に応じた
料金が検索可能です（ＥＴＣ時間帯割引の料金検索結果については、一部ご請求金額と一致しない場合がありますの

で、ご注意ください。）。

①中央道（八王子～高井戸）の都心発着と都心通過（平成28年4月1日から平成29年1月17日までの取扱い）

②中央道 均一料金区間の対距離料金化に伴う取扱い（平成28年4月1日から平成29年1月17日までの取扱い）

・均一区間と対距離区間との連続走行
・ＥＴＣ時間帯割引の判定範囲拡大

・・・２

・・・３～５

・【ご注意ください】入口で深夜割引料金をご案内します（平成28年12月24日～平成29年1月17日までの取扱い）

・・・６



①中央道（八王子～高井戸）の都心発着と都心通過 （平成28年4月1日～平成29年1月17日までの取扱い）

中央道をご利用になる際、首都高や外環道（首都高等）が出入口となる場合（都心発着）と、首都高等を通過して東北道
など他の高速道路が出入口となる場合（都心通過）とで、ＥＴＣ車の料金が変わります（注１）。料金所では、最終出口が
不明などから、一旦、都心発着料金をご案内しますが、後日、都心通過が確認されれば、都心通過料金をご請求します。

620円

中央道（25.8㎞） 首都高

（料金例① 普通車）
都心発着

首都高

（料金例② 普通車）
都心通過

東北道

（注３）ご利用距離に応じた料金は、次の料金例②のとおり 980円 ですが、当面、激変緩和措置として、従前の料金（上限 620円）をご請求します。

中央道（25.8㎞）

（注５）ご利用距離に応じた料金です。（25.8㎞×29.52円＋150円）×1.08≒980円

入口 八王子（10：00） 入口 高井戸（10：30）

新宿

２

（注３）

ご案内 620円 （八王子～高井戸）

ご請求 620円 （八王子～高井戸）

岩槻

ご案内 620円 （八王子～高井戸）

ご請求 980円 （八王子～高井戸）

（注５）

入口 八王子（10：00） 入口 高井戸（10：30）

※ 調布や稲城を発着する都心通過利用と都心発着利用の料金は同額となります。

（注２）

（注２）八王子料金所では、中央道（八王子～高井戸）の都心発着の場合の全線利用料金を、一旦ご案内します。

※首都高の料金は、ご利用区間に応じて別途必要になります。

※首都高と東北道の料金は、ご利用区間に応じて別途必要になります。

620円（注４）

（注４）八王子料金所では、一旦、中央道（八王子～高井戸）の都心発着の場合の全線利用料金を、一旦ご案内します。

← 東北道で降りたことを確認の上、ご請求

← 首都高で降りたことを確認の上、ご請求



②中央道 均一料金区間の対距離料金化に伴う取扱い（均一区間と対距離区間との連続走行）
平成２８年４月１日から平成２９年１月１７日までの取扱い

３

入口 上野原 （10：00） 八王子本線 （10：30） 入口 国立府中 （10：40）

①1430円
（810円 + 620円）

（料金例① 普通車）

【西側】 【東側】
中央道（8.8㎞）中央道（24.5㎞）

（注４）ご利用距離に応じた料金です。｛（24.5㎞×24.6円＋8.8㎞×29.52円）＋150円｝×1.08 ≒ 1090円

②▲180円

（ご案内計1250円）

中央道では八王子本線料金所を利用して東側と西側の区間を連続走行する場合、平成28年4月1日から平成29年1月17日
までは以下のとおり、各区間に相当する料金を一旦ご案内し、後日、通算のご利用距離に応じた料金（注１）をご請求し
ます。
（注１）従前の料金を上回っている場合には、車種区分変更を除き、従前の料金をご請求します。

中央道

ご請求 1090円 （上野原～国立府中）

440円 （八王子～国立府中）

（注２）

（注２）620円は、中央道（八王子～高井戸）の都心発着の場合の全線利用料金です。（注３）▲180円は、全線利用料金 620円と八王子～国立府中の通常料金との差額です。

（注４）

（注３）

810円 （上野原～八王子）



・中央道では料金所のない出口にＥＴＣアンテナを設置し、入口・出口双方の通過時刻でＥＴＣ時間帯割引を判定する
方法に変更しますが、当面は、従前どおり、入口料金所の通過時刻で判定した料金をご案内（注１）します。

・後日、ＥＴＣアンテナの通過時刻も反映した料金をご請求します。

①620円 ②▲160円

国立府中～調布 利用（料金例① 普通車）
入口 国立府中（23：55） 出口 調布（0：05）

ＥＴＣ
アンテナ

４

中央道（9.3㎞）

②中央道 均一料金区間の対距離料金化に伴う取扱い（ＥＴＣ時間帯割引の判定範囲の拡大）

平成２８年４月１日から平成２９年１月１７日までの取扱い

（ご案内計460円）

ご案内 通常料金 460円 （国立府中～調布）

（注１）入口料金所では、深夜時間帯であっても、中央道（八王子～高井戸）の都心発着の場合の全線利用時の通常料金を一旦ご案内します。詳しくはこちら
（注２）▲160円は、全線利用料金 620円 と 国立府中～調布のご利用距離に応じた通常料金との差額です。（9.3㎞×29.52円＋150円）×1.08≒460円（通常料金）
（注３）ご利用距離に応じた料金に深夜割引が反映（調布のＥＴＣアンテナの通過時刻を反映）された料金です。460円（通常料金） 460円×0.7≒320円（深夜料金）

（注１）

（注２）

ご請求 深夜料金 320円 （国立府中～調布）

（注３）

都心発着 利用（料金例② 普通車）

620円

中央道（25.8㎞） 首都高

入口 八王子（23：35） 出口 高井戸（0：05）

（注５）

ご案内 通常料金 620円 （八王子～高井戸）

ご請求 深夜料金 430円 （八王子～高井戸）

（注４）

新宿（0：15）

※首都高の料金は、ご利用区間に応じて別途必要になります。

（注４）入口料金所では、深夜時間帯であっても、中央道（八王子～高井戸）の都心発着の場合の全線利用時の通常料金を一旦ご案内します。詳しくはこちら
（注５）都心発着の通常料金に深夜割引が反映された料金です。出口のＥＴＣ時間帯割引判定は高井戸のＥＴＣアンテナで行います（首都高の出口ではありません。）。

620円（通常料金） 620円×0.7≒430円（深夜料金）

← 首都高で降りたことを確認の上、ご請求。



②中央道 均一料金区間の対距離料金化に伴う取扱い（ＥＴＣ時間帯割引の判定範囲の拡大）

平成２８年４月１日から平成２９年１月１７日までの取扱い

５

首都高

（料金例③ 普通車）
都心通過 利用

東北道中央道（25.8㎞）

ご案内 通常料金 620円 （八王子～高井戸）

ご請求 深夜料金 690円 （八王子～高井戸）

（注７）

※首都高と東北道の料金は、ご利用区間に応じて別途必要になります。

620円（注６）

← 東北道で降りたことを確認の上、ご請求

（注６）入口料金所では、深夜時間帯であっても、中央道（八王子～高井戸）の都心発着の場合の全線利用時の通常料金を一旦ご案内します。詳しくはこちら
（注７）ご利用距離に応じた通常料金に深夜割引が反映された料金です。出口のＥＴＣ時間帯割引判定は高井戸のＥＴＣアンテナで行います（東北道や首都高の出口ではありません）。

（25.8㎞×29.52円＋150円）×1.08≒980円（通常料金） 980円×0.7≒690円

入口 上野原 （23：35） 八王子本線 （23：55） 出口 国立府中 （0：05）

①1430円
（810円 + 620円）

（料金例④ 普通車）

【西側】 【東側】

中央道（8.8㎞）中央道（24.5㎞）

（注１０）ご利用距離に応じた通常料金に深夜割引が反映された料金です。（24.5㎞×24.6円＋8.8㎞×29.52円）＋150円｝×1.08 ≒ 1090円（通常料金）1090円×0.7＝760円（深夜料金）
ＥＴＣ時間帯割引の判定は最初の入口（上野原）と最終出口（国立府中）で判定し、八王子本線料金所では判定を行いません。
平日朝夕割引は、八王子本線料金所の通過時刻でなく、所定時間内に通過した入口または出口の時刻で判定を行いますのでご注意ください。
詳しくは「ＥＴＣ割引ガイド」の５頁などをご確認ください。

②▲180円

（ご案内計1250円）

八王子本線料金所 利用

ご請求 深夜料金 760円 （上野原～国立府中）

通常料金 440円 （八王子～国立府中）

（注８）

（注８）620円は、中央道（八王子～高井戸）の都心発着の場合の全線利用時の通常料金（深夜時間帯であっても一旦は620円をご案内します。）です。
（注９）▲180円は、全線利用時の通常料金 620円 と 八王子～国立府中の通常料金との差額です。

（注１０）

（注９）

通常料金 810円 （上野原～八王子）

入口 八王子（23：35） 出口 高井戸（0：05） 岩槻（1：05）



②中央道 均一料金区間の対距離料金化に伴う取扱い（ＥＴＣ時間帯割引の表示変更）

平成２８年１２月２４日から平成２９年１月１７日までの取扱い

６

首都高

（料金例③ 普通車）
都心発着 利用

中央道（25.8㎞）

ご案内・ご請求 深夜料金 430円 （八王子～高井戸）

※首都高の料金は、ご利用区間に応じて別途必要になります。

12/23まで 620円

12/24から 430円

（注１）

（注１）入口料金所では、中央道（八王子～高井戸）の都心発着の場合の全線利用時の深夜割引料金をご案内します。
（注２）都心通過が確認された場合は、ご利用距離に応じた通常料金に深夜割引が反映された料金へ、ご請求時に調整させていただきます。

（25.8㎞×29.52円＋150円）×1.08≒980円（通常料金） 980円×0.7≒690円

入口
八王子（0：30）

出口
高井戸（1：00）

【ご注意ください】 入口で深夜割引料金をご案内します
平成２９年１月１８日以降のシステム移行準備のため、１２月２４日（土）から平成２９年１月１７日の間、中央道

での深夜割引の料金表示を変更します。

●変更前：入口料金所では、深夜時間帯であっても、中央道（八王子～高井戸）の都心発着の場合の全線利用時の
通常料金（６２０円）をご案内。出口フリーフローアンテナでマイナス課金（１９０円）
※620円－190円＝４３０円（ご請求額）

●変更後：入口料金所で、深夜割引料金（４３０円）をご案内します。

新宿（1：10）

（注２）

12/23まで -190円

12/24から 0円


